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令和 7 年度スローガン 
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次 第           
 

１．開 会       

 

 

２．会 頭 挨 拶       

 

 

   ３．議 案 審 議   

議案第 1号 黒石商工会議所記帳代行等手数料規定の改正（案）について 

 

 

   ４．報 告 事 項   

①黒石商工会議所顧問の辞退について 

②各部会・委員会、青年部・女性会活動について 

            

 

５．そ の 他 
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議案第１号 黒石商工会議所記帳代行等手数料規定の改正（案）について 
 
改正前 

 

１．青色申告記帳代行、決算代行（確定申告書作成を含む）手数料を次のとおり定めます。 

  (1) 記帳代行手数料（総勘定元帳、経費帳、試算表、経営分析表の作成） 

       代行手数料は、代行依頼者の（年間）売上高又は（年間）所得金額でそれぞれ該当する区 

   分に応じて求め、売上、所得によって（月額）代行手数料の金額が異なる場合は高い方とす 

     る。 

（年間）売上高又は（年間）所得金額区分                      代行手数料（月額） 

     売上                  ４,９９９万円以下 

又は 

     所得                     １９９万円以下 

 

    ４,０００円 

     売上   ５,０００万円～９,９９９万円まで 

又は 

     所得      ２００万円～   ２９９万円まで 

 

    ４,５００円 

 

     売上 １０,０００万円以上 

又は 

     所得      ３００万円以上 

 

    ５,０００円 

     

  ※  売上とは、前年度の不動産所得及び事業所得の総収入金額をいう。 

      所得とは、所得税法１０種類（法２３～３５）の前年度の総所得金額をいう。 

      但し、新規青色申告者は初年度に限り、当該年度を基準とする。 

 (2) 決算代行手数料（決算書類、確定申告書の作成） 

       (1)の各区分の代行手数料の１０ケ月分 

       但し、いずれも決算代行のみの場合は更に１０,０００円加算した金額とする。 

 

改正後 

 

１． 記帳代行、決算代行（確定申告書作成を含む）手数料を次のとおり定める。 

(1)  記帳代行手数料（総勘定元帳、経費帳、試算表、経営分析表の作成） 

仕訳数（年間） 記帳代行手数料（年額） 

２００件未満 １１，０００円（税込） 

 ２００件以上３００件未満 １６，５００円（税込） 

 ３００件以上４００件未満 ２２，０００円（税込） 

 ４００件以上５００件未満 ２７，５００円（税込） 

 ５００件以上 ３３，０００円（税込） 
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(2) 決算料（決算書類、確定申告書の作成） 

売上高（年間） 決算代行手数料（年額） 

５００万円未満   ３３，０００円（税込） 

     ５００万円以上１，０００万円未満   ５５，０００円（税込） 

１，０００万円以上３，０００万円未満  ６６，０００円（税込） 

 ３，０００万円以上５，０００万円未満   ７７，０００円（税込） 

 ５，０００万円以上１億円未満   ８８，０００円（税込） 

 １億円以上  １１０，０００円（税込） 

 

(3) その他の代行手数料 ※(1)又は(2)を利用していない場合に適用  

内容  代行手数料（都度） 

年末調整 
基本料金  ５，５００円（税込） 

基本料金＋従業員 1名につき代行手数料  １，１００円（税込） 

消費税確定申告書作成 本則課税・簡易課税等 計算方法問わず ２２，０００円（税込） 

その他 上記に属さない役務の提供 １１，０００円（税込）～ 

 

附 則 

本規定は、令和８年１月１５日から施行するものとする。 


